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社会主義諸国家における夫婦財産制

の諸問題

五十嵐 治

i 方法論的序設

本格はソビエト連邦をはじめとする社会主義諸国家におげる夫婦財産舗の現状とその

問題点を比較法の立場から論じようとするものである.その大要はすでに発表ずみであ

るが.ω 今[01(主より詳述するとともに，若干の補足的資料により全体を再検討してみた

L 、.

この機会に方法議上の問題についてー百しよう.社会主義国の家族法に関しては，す

でに多くの研究が，わが国をふくめて.社会主義回以外の学者により発表されている.

この事実は，かかる研究が.社会主義国以外れ、ま.これを資本主義国とする〉におい

て有益であることを物語ってしると L、える.しか L，この点に問題がないわけではない

第一に.そもそも，家族法1比較法の対象と L て j喜子~であるカるという問題がある. 家技

法は一国の伝統習慣に左右されることが多く.比較誌に親Lまない領域である， という

見解が有力に主張されている. こ;fL(工，よヒi告どしうるもののみが比乾法の対象となる， と

いう考え方を前提と L，家族訟のごとく同により差異のありすぎる領域は.比較法によ

るたきな効用を期待できない.とするものである.∞ Lかし渉外的家族関採が激増し

ている今日‘外国家族法の知識は裁判所にとり不可欠となっているという:事実を別と L

ても.現在の諸国家は家族法i二関 L多くの共通の出)起に直面 Lており.一国におづるそ

の解決または解決への努刀法，他国にとり参考になる点が多いのみならず，その解決に

は近H主共通の方向が見られる. このこと辻 とくに夫婦財産制について妥当するめ

これらの理由にもとづき，各国とも比較家族i去の研究が大幅に推進せしめられてレるも

のと思h，れる.

第二i二， Lカミ Lここで;土. 資本}二五|ヰにおし、て社会主義IC司の家政法を研究することの

忠義がさらに!:i]!記と午る. ニ，11:tー より一般f{Jにいえば.社会体制を異にする法体系の

II¥Jで比較がロ171主であるか，という問題である.ω この点にIX1する社会主義国の法学去のJ主

!立を一言するならiL資本主義法〔ブルジョア法〉法.それに対する社会主義法の優位

をぶすためにのみ研究に{fをするものであり，法学去は全力をあげて rJl]去の間の差異を発

( 1 ) 五十嵐 f夫婦財産能;家荻法大系II.所収
( 2i Gutteridge， Comparative Law， 2 n(L ed. 1949-p_ 31-2. ただし. Gutterid只e白身立，この児

前この不当な一般化には反対している.
(3 ) 前場-ttH摘は全体として，この事実を立証しようとしたものである.
( 4) Loeber， Rechtsvergleichun広 zwischen L云ndernmit verschieclener Wirtschaft邑ordnung，

IミabelsZ，26 (1961)， 201はこの問題に関し包括的な考察をしたものとして注甘される.



五十嵐 清

見すべきであり， 現象的にブ、ノレジョア法と類似?るi副長があっても本質的差異の存ずる

ことの指摘を怠つてはならないことが要求されている.くりその結果，社会主義国の法学

者の研究はわれわれに対し多くの刺戟を与えてくれるけれども，全体として独善的であ

るというそしりを免れない.資本主義昌においても，正反対の立場から社会主義法を研

究する学者が存在することは否定できないが，これまた批判を免れることはできない.ω

このような比較法を，われわれは対照的比較法 (diekontrastierende まechtsverglei-

chung) またはイデオロギー的比較法 (dieideologische R.) と呼ぶことができょう.くり

かかる方法も一つの比較方法で、はある.そして，現在の状況の下では，その政治的意義

は否定できない. しかし，再体制のそれなりの確立という事実を認めざるをえない今日，

比較法学者としては，その平和的共存を志向しなければならないであろう.ω

われわれがたんに制度の比較だけで、なく，その制度のもつ機能にまでさかのぼるなら

ば，両体制間の法制度の比較も有用なものになろう.そのさい，部門により異った視点

が要求される.くのまず，社会経済体制と重接に関係する法制震(とくに所有権と契約〉

については，たしかに両者の差は否定できず，現象的な一致点を捉えて両者の類似を指

摘することは，往々誤解を生ぜしめる基となる. しかし，その点に注意を怠たらないな

らば，この部門に関する比較法は豊かな実りをもたらすであろう.なぜなら，現代患家

として，両者とも，解決すべき多くの共通の問題をこの部門に関しでも，有しているか

らである.これに対し，社会経済制度と無関係な法制度(交通法境，その飽，技街的手

続的法〉について辻，とくに社会主義法としての特色をあげること誌できない.ここで

は，われわれは国捺的な法の統ーを考えるべきである. さらに，本来，この部門に麗す

べき法鵠度でありながら，社会主義国の剖から，イデオロギ一的考慮により，ブルジヨ

ア法とは違う本質を有すると主張されている法f倒産がある.家族法や国際私法がその例

である.われわれは，法における本質は釘かとしづ無意味主問題を論ずるよりは，両者

の機能上の同一性に着目しお互の比較により，有用な結論をひき出すことに努力すべ

きである.

さて，本稿でとワあげる夫婦財産自jは主として家族法の領域の問題であり， したがっ

て，以上の考察が正しければ，社会経済体制の椙違を重視せずに比較できる.本稿は基

本的にはこの立場に立つものである. ただ，夫婦財産制は家主主:法と財産法との交錯する

領域でもあり，この点で，社会体制の相違の影響を受けざるをえない. しかしそれは

(5) Loeber， a. a. O. S. 201-209 

(6) 最近におけるその代表的な業績として.Gsovski， Government， Law and Courts in the Soviet 
Union and Eastern Europe， 2 vols， 1959をあげることができる.この大著に対する資本主義層部

での批判として，とくに， Baykov， 24 Modern Law Review 399参照.

( 7) Loeber， a. a. 0. S. 211-216.なお対照、的比較法ということばは， Jerome Frank， Civil Law In-
f1uences on the Common Law-Some Ref1ections on， Comparative‘and ，Contrastive‘Law， Univ. 
of Penn. L. Rev. 104 (1955/56) 887に由来する.

(8) 比較法学者の平和への役訴につき，最近ではとくに Tunc，Comparative Law， Peace and Jus-
tice: XXth Century Comparative and Conflicts Law， p. 80 et seq.が感銘深い.

(9) 以下 Loeber，a. a. O. S. 226による. Loeber泣以下の三部門を systembezogen，system-

neutral， pseudo-systembezogenとして区民する.
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社会主義諸冨家における夫婦財産制の諸問題

量的な影響にとどまり質的なものではないと考えられる.すなわち.現在，日:界各国が

犬婦財韮~1}1jに関し在面している問題;ぇ一方に才引、ては男女問権の見地から，職業をも

っ妥の経済的独立性の確二{呆， および家定ーの妻に社する支の所得への参与の保障であり，

抱方においては家族のスタピリテ fの強化である. この点に関しては.丙体制の1I立に根

本的な対立はない. ただ.社会主義法の方が.より男女同権に徹しており，また家族観

に対する宗教〈なかんずくキリスト教〉の影響が稀薄である点が指擁されよう. しか L，

これは社会主義体制と論理必熱的に結びつくものではない.また，社会主義法の下でiL

不覚所得が制設され.さらに一般に私有財産(個人的所有封産)の範屈が画されている

ので，夫婦財珪制が問題となる可能i生がより少ないと(;tt.、える. しかしこれまた程度

問題であり，最近社会主義国の下で，夫婦財産制が論ぜられるようになったのは，倍人

的所有財産の杢要性が増大したことの現わ.hで、あり一一ーただしこの点宅 将来は問題であ

るが〈ω 一他方，現在の資本主義国の夫婦財産制においても持参財産の占める地位は低

下し，勤労による所持財産の管理， 分配が大きなiーと竜を占めつつあることがうかがわれ

る. このような状況の下において，われわれは， ソビエトはじめ社会主義国における夫

妻J財産相の経験に多くを学ぶことができょう.

以上のような問題意、識に立って，本橋ではソピ、エト i主じめ東ヨーロッパの人民民主共

和問における夫婦財産制の現状とその問題点を明らかにすることを目的としている. ソ

ビエト以外の国における夫婦矯産制a，ソビエト法の影響を強く受げており，そこには
社会主義的夫婦財産主Ijとしての共通註が見られるが. その間に微妙な差異があるのみな

らず， ときには，根本的観念についての対立も見られる. したがって，本稿は，近時問

題とネりつつある1t会主義諸国間にお庁る比較法の問題こも一つの寄与をすることがで
きるであろう. しかしながら，筆昌の語学力不足のため.本橋でiヱ第一次資料をほとん

ど利用しておらず， 不 1-分な試みにすぎなしことをあら治事じめおことわりしておカ込な;子

十じどならない.

E ソピエト連邦iこゐける夫掃員fJ主告Ij(1) 

ソ!二、エトじおげるたお}財産 ~!llj ;こ i 討する現行;!JIJ 定~1. H)~6 il二の各jリ111ξ!友族法典にJえ〉ど

こ~.i! -C l、る所持共Il1j;jjljである. これiL それ以[jIJの1918年家族法典の規定する})IJ庄;I;IJ(/) 

開!Hj~ 女史したものであるので.まずその沿革について一瞥することにする.

'1行政i時代のロシヤ氏 i1~ 典曜に 夫婦n十定;IiU;こ関し完全別産;WJを規定していたが，く2) ，{!'lL己
およひι三十七日身の労働吾の rt~ で:t. 慣習法的な位帯財産の共同制(，aBOp)が維持されて

し、た. 革命主的ょの立法(';-a. 号!-d司権の実品のために句 この共同;悼を廃止することが不

i 10) 11土近のソピ、エトでは再び{同人的所訂権の範囲を制限しようとする傾向にあるを稲子，比較法訴究

23子188頁参照.

(~ 1 i 以下は主として Hazard，Matrimonial Property Law in the U. S. S. R. in Friedmann， 

~Iatrimonial Property Law， 1955、pp.210-235: Bratus， Sowjetisches Zivilrecht. Bd.ヨ.1953， 
SS. 462-470; Rouast， Le reεime matrimonial 1主galdans les legislations contemporaines， 1957， 

pp. 329-334， par Fridieff による.なお福，~j正夫「ソ連の婚姻法j 新比較婚姻法lV所収，参照.

( 2) Gsovski， Soviet Civil Law L 1948. p. 132. 

3 



五十単 清

可欠であると考えたようである.かくして， 1918年のロシヤ共和国家族法典は， I婚姻

は配持者の財産の共同棋を作らなし、J(105条〉と規定することによって，夫婦別産制の

採用を簡諜に宣言した. もっとも，それにつづいて，夫婦は，相互に法律により許され

ているいかなる財産的契約をも結ぶことができるとされたが， Lかし夫また辻妻の財

産権を減少しようとする夫婦問の合意、は無効である な06条〉として，妻の保護をはか

った.

この規定は，農民には適用がなかった.そこでは，いぜ、んとして，革命前の慣書法が

残った. 1922年の土地法試それを成文化した (66条， 67条).ソビエトの学者は，その

下においても，男女同権が貫かれなけれlまならないことを強調している.ω この制度は，

農業の全面的集団化が完成した今日でも， なお維持されているが，本稿では考察の対象

外とする.ω

これに対し， 1926年ロシヤ共和国家族法典は r婚娼に入る前から夫婦に麗していた
財産は，その特有財産として留る.婚娼間夫婦の獲得した財産は夫婦の共同財産とみな

す.J (10条〉と規定することによって， ω別産制から所得共同制へと180度の転回を見せ

た. しかしこの変化は決して麿突ではなかった.すでに実務が着々とその準備をして

いたので、ある.すなわち. 1918年の原則は，職業をもっ妻には向いていたとしても，家

庭を守る妻には不利益であった.家庭の主婦の利益を守るためには，家事と青児に関す

る妻の仕事も，夫の職業と同等に評価されることが必要であり，それは，婚娼中獲得さ

れた財産に関し再配偶者間に平等の権利を認めることを要求した.このことは， 1926 

年法の立法者も十分に自覚している. 1925年 10月19自に開かれた全ロシヤ中央執行委

員会における法案の討論にさいし可法人民委員クルスキイ(瓦.11.KypcKH詰〉は，つぎ

のように述べている I婚姻中配偶者によって獲得された財産が，離婚にさいし分けられ

るべきである司と規定する条文について， ほとんど誰も審理しなかったと私はいわざる

をえない. これはきわめて重要な条文であり，新しいものを導入している.最初に，わ

れわれは“財産の分離"をもった.しかし今や，“財産の共同"が導入されようとして

いる.共同の努力によって獲得された財産は共同財産となり，離婚にさいし平等に分割

されるべきである.立法理由の説明の中で，在、はこの原則の動機を指摘したが，それは

広汎な労働者大衆によって鼓吹されたものである.われわれは，彼等の間で，家庭の主

婦で、ある労働者の妻が，家全体を管理し小さい子供の養育の世話をしそのように共

同の家計に参与するが， しかし離婚後は，労{勤者ーである夫がすべてをとるので，彼立

の労苦に対しては持も受取らないという多くのケースを知っている. ちなみに，この特

別の条文誌婦人労{説者の一人の代表によって示唆されたものである. このような財産の

共同制は全く健全な原理であるように忌われる.Jω

(3) Friedmann， op. cit. p. 212 

(4) 稲子恒夫「ソグエト農村家族における世苦財産共有性」名大法政論集 11号(19ラ8)参照、

〈ラ) 条文のほんやくは宮崎昇.ソピエト家義法典52頁による.

(6) Schlesinger， Changing Attitudes in Soviet Russia. The Family in the U. S. S. R. 1949. p. 

116より引舟.なおこの資料によるかぎり，クノレスキーのいうごとく，法案審理にさいし，所得共詞

制の導入に対する批判はほとんどなかったことが確認される.
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社会主義諸冨家における夫婦財産却の諸問題

さらに，この点で注目されるのは，他の共和国家族法典の中には，とくに明文を設け

て. I子の養育および家政の管理に関する妻の労働(t，財産に対する権利においては，生

活資金の取得に関する夫の労働と同一視される 旨. 注で規定するものがあることで

あり(ウクライナ，白ロシヤ，クールジヤ)，そのことは同様の規定を有しない共和同にお

いても変りはないとされている.かくして ソピエトで，別克制を!告し所得共同市lを

導入した主たる動機は，なおすべての婦人が経済的に独立していない現状において，家

!をの主婦の利益を保護するためで、あったということができる. このことは. 1]iJ産制の有

する重大な欠陥として，今日では，資本主義国でも十分に認識されているところである.

1920年代に早くもこの点を考意し改革を断行したソビエト立法者のリアリズムは高く

評価するに僅すると思われる.の

かくして， ソピ、エトにおいて:1，1926年家族法典により夫婦財産制として所得共同知

が施行されることになったが.法典に規定されているのは，その原則のみであり.具体

的な問題に関してはえとんど規定するところがなかった.その欠は，その後の学説判併

によりある程度補充され.今Bではかなりまと支った制度となっているといえる.

まず，注目されることは，今吾のソビエトでは所得共同制は強行的制度とされてお i九

千当事者の合意によって，これを別産制にかえることはできなL、とされている点である.∞

解釈論上は，この点と，夫婦問の財産上の合意を原則として認める規定(たとえば， ロ

シヤ共和国家族法 13条) との関係が問題となるが， その結びつきは軒然としない. ソ

ビ、エトの学者は， この規定の適用されるのは，すでに共再財産に入っている財産の分割

に関する場合だ(tである. と解しているようであるのいずれにせよ，資本主義国にお

いては，法定財産制のほかに，かなり広汎に契約による財産訴を認めているので，この

点もソピエト法の特色ということができる(1のもっともラ別産~tUの可能性を認めないこ

とが合理的であるか否かは問題ではあるが〔後述).

つぎに‘共同封産の範毘に関しては. ロシヤ共和国家族法典は，たんに「婚組問夫婦

の獲得した (Ha)l(HToe)財産J(11)と規定するだげであるが，それは夫婦が労働によって

得た財産だけを意味するのであり，贈与や相続のごとく無蛍取得したものは，共同財産

に入らないと解されている.そのことを明記する共和富家主主法典もある(ウクライナ，

白ロシヤ， クVレジヤ). かくのごとく， 所得共同期産の範囲から無償耳元得されたものを

除くことは一見社会主義的特色のように思われるが，資本主義国の所得共同制におレて

( 7) fcfJじく5日産制を採用しているイギリスでは，第二次大戦後，ょうやく問題が自覚されている.浅
見公子「イギリス夫揚財産法の諸詩題J北法 10巻合併号， I司|イギリスにおける長の財産法上の地
位J~ヒ法 12 巻 3 号 4 号 13 巻 l 号参照.
(8) Bratus， a. a. O. S. 464; Rouast， op. cit. p. 330.後者は，その理由として家族のスタピリテイ
をあげている.
( 9) Friedmann， p. 213.なお，この 13条に関しては適用例がないようである. ソピエトの学者はそ
の理主として，社会主義の発展をあげているが，ハザードは，開題になるような財産がなかったから
だ，としている. Friedmann， p. 216-7 
(10) 丙ドイツの新法がなお夫婦財産契約を認めたのに対し，東独の学者は，それは男女同権を損なう
ものとして批判している Artzt，Das westdeutsche G leichberechtigungsgesetz-ein grosser 
Schritt zuruck， NJ 19ラ7.6ラ6.もっともこの点に関L.東独でも異論があることについては後述.
(11) 福島前掲 p.44は，これを「かせぎ得られたjと訳される.
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L 無償取得財産が除かれるのが通常であり，必ずしも，そのようにいうことはできな
いであろう(12)

かかる共同財産に対する夫婦の管理権および処分権は完全に平等である. この点は資

本主義国の共同財産制においてはなお清算Lきれないところであるので，社会主義国の

夫婦財産制の特色であるといってよい. さて共同期産は法律的にはし、わゆる夫婦の合有

財産 (o6w.a冗 COBMeCTHa叉 co6CTBeHHOCTb) であり， 当初は夫婦のいずれか一方の負う
債務についても共同財産が全体として引当になると解せられていたが (1927年の判例)，

今呂では，夫婦の一方が，家族の利益のためで、なく， 自分だけのために結んだ契約上の

i責務については，共同財産中，契約当事者に掃する部分についてのみ責を負うとされて

いる(1948年のソ連最高裁総会決定).(ω もっとも，自己偶者の一方のある種の犯罪行為

によワ共同財産が増加したときは，その損害賠慣については共同財産全棒が責を負うと

されている.さらに，各配調者は共同財産を家族の利益のために込分することもできる.

このさい，他方の配偶者の同意は必要ではないと解されている. これは第三者の取引安

全のためで、あるが，この結果，夫が勝手に共同財産を込分することによって妻の利益を

害する可能性があろう.かくして，ソビ、エトにおいても，也方配偶者の利益のために，

とくに家屋の売買にさいしては，その同意、が必要であるとされている(14)

共同財産は，以上のような債務の強制執訂の場合のほか，原則として離婚にさL、し分

割される.分配の割合については，立法により等分であるとされている共和国もあるが

(ウクライナ， 白ロシヤ， ク。ノレジヤ)， ロシヤ共和国はじめ規定のないところが多い.

そこでも原期は等分であるが，裁判所は具体的な事情一一財産の形成，消費に対する両

配偶者の寄与や扶養すべき子の数一一ーに応じて，不平等な分配を認めている.つぎに，

分割の対象となるのは，必ずしもすべての共同財産で、はない a 一方配偶者の個人的使用

の邑的となっているものは除かれる.ただしぜいたく品(ダイヤモンド，耳輪，指輪，

ピアノなど〉については，分配にさいしその価値が評領される.職業用の道具も同様で、

ある. また，一方配偶者の個人名義になっている預金や公費も分割の対象にならないと

されている(1ぬこれらの現象は，共同制の中にあって，配偶者の経済的独立性を高めよ

うとする傾向の現われであろうか.

(12) たとえばフランス民法では，不動産に関するかぎりであるが，婚姻中無償で取得したものは，共

同財産に入らない. 1402条.西ドイツの新夫婦財産制においても，婚姻中の無銭取得財産を剰余民主庄
に加えない. 1374条2項.
(13) Friedmann， p. 219-220 
(14) Bratus， a. a. O. S. 46ラ.Friedmann， p. 221-2.なお Bratusによれば， ソビエト法が共同財産

に隠し， 共有ではなくて，合有とするのは， I同権，愛，友情，尊敬に基礎をおくソピエト社会主義
家族における配偶者間の人的な相互関係の本質」にもとづくとされているが，夫婦共同財産を合有と

して-t~握するのは，つとにドイツ法の態変である.もっとも，合脊の法的構成について，丙者の関に

一致があるわけではない. ドイツ法につき，宮崎編，新比較婚姻法III，p. 927-8参照.
(1ラ) Bratus， a. a. O. S. 467-8. Friedmann op. cit. p. 222-225.福島前掲 p.71.以下，これら分前

から除外される財産は，そもそも共同財産ではなく，特有財産とされるのか，あるいは共同財産だが，

とくに分割の対象とならないのかについて学者の説明は判然としない. Bratusはこれを一応共胃財
産に含めているようであるが， Hazardは共同財産から韓外されたものと理解している.結局，ソピ

エトでは，この問題が主として離婚にさいして生じているために，まだそり点議論する必要がなし、か
らであろう.
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以上が， ソビエト法における夫婦財産mlJの大要である. 1926年家族法典によって採用
された所得共同おiJlヱ，その後の学説・判iJlJの努力によって一応の確立をみることができ

た.第二次大戦後，東欧人民民主々義諸国が，あいついでこのような所得共同制を採用

していることは，後述するごとくである. ところで，立法当時よりも，一層男女河権が

実現し妻の経済的独立性が高められた今日においても，ソビエトにおいて;ヱ現行夫何

財産制に対する批判が見られない，といわれている(Iののみならず，社会主義社会にお

げる夫婦封産制法別産制でなければならないと主張する東独の学者の見解(後述〉に対

しでも，ソビエトの学者は，所得共同制の基礎l工，主婦の保護だげではなく，今日では，

財産が夫婦によって共同に利用され，管理され，処分されている事実にも求められてい

るとして反対している(1η これに対し西欧の学者は.このような事実を，妻の家庭に

おける役割を強調することによって家族のスタピリテイを高めようとする最近のソビエ

トの致策の現われである， と評{面している(1め

重 東欧諸国にゐける夫隷財産制

第二次大戦後の東欧人民民主々義諸国ば，あいついで家族法の改正を行ったが.そこ

では夫婦財産相としては，ソビエト法にならって所得共同制が採用されている例が多

い. しかし，そこには多少のニュアンスの差があり，また制度の根本的理解についても

対立が見られる.ここでは，そのうち，若干の例をとりあげ、ることにする.

まず. ブルガリヤでは 1949年の家族法によって， 完全な別室制が確立された. LiJる

しそこでも共同財産の存在を否定するわげで、はなし婚期中夫婦によって共同に取得

された封建は共同財産を構成L. 婚娼解出のときには，それはソビエト法的原理に Lた

がって分担されるべきものとされている.要するに， ソビエト法との主たる差異は.婚

姻中，夫婦が単独で取得した財産が各自の特有財産となる点にあるものと思われる.ω

またユーゴーにおいても，現行法(1946年娼娼基本法〉による法定夫婦財産棋は， r労
働によって取得された悶産共同制により補充されたJJJj産告iJJであると報告されている.

もっとも，その内容はソビエト法とほとんど差異がない.ω このことは，ソどエト式J::QJ[f 

財産~tjlj はJj!j産自jを基調としているという理解の可能性をも示すものとして興味がある.

これに対L.興味ある立法の変涯を見せたのは，ハンガリーとポーランドである.

(16) ハザードによれば. 1946年以談，ソピエトの法律雑誌には夫婦財産制についての特別の論文が・

つもないということで毒る(なお，ハザードの研究の出版は 1955年λ「ソピエト国家と法」誌に関す
るかぎりその後も事靖は変らない.なお，戦前においても，まとまった研究として誌， M. Pe註XeJIb，
06meHMymecTBeHHhle OTHOWeHH冗 cynpyroBB COBeTCKOM npaBe. (レイへわ「ソピエト法にお
ける夫婦の共河期産関係j ソピ、エト国家と法 1940年8-9号 109頁以下があるにすぎないようである。

(17) 稲子恒夫「ソピエト法における個人財産と家族j法律時報33巻 9号45頁.なお，そこでは，将
来の立法においては，婚娼前の財産も合有にすべきであるというグラーベの昆解が紹介されている.
り8) Frieclmann op. cit. p. 234-5. 

( 1) Rouast， op. cit. p. 77-82 par Olivenbaum. なお， ここでも剖産舗の奇酷さを緩和するために

清算請求権ぐAusgleichsanspruch)が認められている.Nathan， NJ 1958， 121. 

( 2) Rouast， op. cit. pp. 351-9. par Prokop.なお，この執筆者 (Zagreb大学教援)は，新法の実効

性については，まだ日数も少なく，訴訟が提起される例も乏しいので確定的なことは去らないと報告

している.
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ンガリーでは， 1952年の家族法によって，それ以前に法定夫婦財産制であった所得参与

制 (regimede participation aux acquets) を廃止して， ソピ、エト法にならって所得共

同揺を採用した. ところで，所得参与制は，ハンガリーでは数世紀の伝統を有するもの

とされているが，一般には，スカンジナピヤ方式の夫婦財産税として知られているとこ

ろであり， 1932年のフランス民法改正草案で採用されることによって世界的に詮視され

た制度で、ある.そしてフランスでは実現しなかったが，他の諸国に大きな影響を与えた

ものである. ここでは，婚娼継続中は別産税の建前がとられ，ただ婚娼解消時に所得財

産の分配が認められる.所得財産に対する配偶者の持分は， したがって潜在的なものに

すぎない. この制度は，一方において，できるかぎり財産を分離して妻に独立の管理処

分権を与えようとする男女同権の思想に貫かれ，地方において，婚娼共同生活の現実に

適応し とくに婚姻解消にさいし家庭の主婦を保護しようとする百的に合致するものと

して，高く評価されている.所得参与制と所得共同制との実際上の差はわずかであるが，

後者の方が，夫が単独で共同財産の処分をすることを認める点で，実際上，夫に有利に

なる可能性がある. したがって，所得参与舗を所得共同制に変更しなければならない実

糞的理由を求めることは密難である.われわれは，ここに法の継受における政治的フア

クターの重要性を示す適備を見ることができょう.ω

ポーランドにおいても，ハンガリーと同様な変遷が見られる.ω そこでは，従来，法

定夫婦財産制としては別童制〈夫の管理用益制〉が認められていたが， ω1931年の改正

草案においては，所得参与制が採用されることになっていた.め第二次大戦後. 1946年

の命令により，この改正草案が現行法となった.ところが， 1950年の家族法は，所得参

与制を廃し，所得共同制を採用した. この改正の理由に関し，一般にポーラ γ ドの学者

は，ソビエトの学者に従い，所得共同部の方が社会主義的男女同権と家族のスタピリテ

イにより役立つと説明しているが，のやはり，所得参与税と所得共同制との間に，その

ような差異を認めるべきか否か疑問である.ω

ところで，ポーランドでは，この家族法の下で，共同財産の範毘について論争が起っ

た.法律の規定によれば，共同財産に入るのは，婚姻中各配偶者の取得した財産で、ある

が，相続または贈与によって得られた財産，配偶者の一方の個人的使用に供されるもの，

(3) Rouast， op. cit. p.207-209， par Zajtay; Zajtay， Le droit du mariage dans le nouveau code 
hongrois de la famille， Revue internationale de droit compare， 1954， p. 502-3. Zajtay， La 
r毛ceptiondes droits毛trangerset le droit comparιmeme Revue， 1957， p. 686 et s. 
(4) Piatowski， Quelgues remarques sur les transformations du regime matrimonial clans le 

droit de la familIe polonaise， Revue inter. d. dr. compar毛， 1958， 65-68; Lもgalitるdesdroi ts des 
epoux et le r毛gimede la communaute en droit polonais， meme Revue ，1960， 500ーラ23;Lasok， 

A Legal Concept of Marriage and Divorce (A Comparative Study in Polish and Western 

Family Lawλ9 International and Comp. L. Q. (1960) 68-74.による.なお，青山・有地「ポーラ

ンド家族法の素描」法政研究27巻2-4合併号 p.130-136参照.

(ラ〉 野田「ポーランド婚納法」台北比較法研究所編，比較婚鯛法第2部.p. 932-94し

は) 野田前掲， p. 945-954. 
(7) Piatowski， op. cit. 1958， p. 66; 1960， p. 520; Lasok， op. cit. p. 69. 

( 8 ) Piatowski自身， op. cit. 1960， p. 523において， この改正は議論の余地のあることを認めてい

る.なお Piatowskiのこの論文は， 社会主義国の法学者のなした比較法的研究として， きわめて興

味深いものがあり，本稿 Iで、述べた批判は，この論文に関するかぎりあたらない.
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社会主義諸宮家における夫婦財産舗の諸問題

および労働用具は捻かれるとされている (21条).この規定におげる取得 (dorobeむの

意味について.第一説は.婚姻中奄無償で取得されたのではない島らゆる取得を含むと

考えたが，第二説は dorobekの意味を重視しこれは非消費物〈不動産，家具〉に|設

ると主張ーした. 後説によ ;tL(王、給料が取得財産に含まれないことが実際上重要な差異で

あるー第一説は共同制の観念と一致するが.第二説はむしろ所得参与制に近ずくことを

意味する.最高裁判所U:..1955年 6月1日の判決をはじめと Lて，第三説を採用 Lた.

この判決における最高裁の真の意図は，労働者たる妻の強立性を保障 Lょうとするもの

であるが，くのさらに共有期産の管理制度との関係も考えられる.すなわち，ポーランド

家族誌によれ;え共同財産の通常の管理については. 各配偶者は単独でな Lうるが，通

常の官二理の範同をこえる行為:工， 他方配儒者の同意、がな;子れば効力;工生亡ない。 と!立ぶ

されているく22条).実際上の問題としては，通常のう?用の範開があいまいであり，この

こと i工配偶卸ことって不便であるのλならず， 第三者にとりぬ~ ，1フくをカベ7・ることにfよ

る. 給料-をJtIITJ A1 JJE iJ 'ら|ヰミタトすれ;王. このIAl難な1iU;出の多くをし士じめからさ;ナることが
できるのである(1ゆ

以上のようなポーランドにお;十る判例の発展;工. rJf f号共同~j]il;三文Jし立法当時とほ異な

る性格を与えたものと理母干することができる Piatmyski によ ;h:王，共同 ~!~'j辛から除外

された給料法，夫婦の一方の管理を認められる留保財産 (bienreserve)としての意味を

もつのであり，かくしてポーランドの夫婦財産相はも;土や純粋な所得共同制としての性

格を失ない，所得参与制と結合した財産共同棋であると結論されている (11) このような

ポーランドの判例・学説の存在~ì. 社会主義諸国にお;子るポーランド法一一ひいて:ヱポ

ーランド文化一一ーの桔対的独立性に由来するものであろうが.社会主義国におけるある

べき夫婦財産税は必ずしも所得共同制につきるものでえないことを示すものとして. 興

味深いといわなければならない.

最後に，東ドイツについて検討しよう (12) ここで;L第二次大戦主でほ. ドイツ民法

典の規定する犬の管理用益(揺が法定夫婦財産;!Jilであった. 戦後，家民法の改正が実現L

ないうちに. 1949年に憲法が;Ii!j定され。その結果.家族における男女同権を長害する法

律;土庵止されたC::~O 条 2 項) • このなかに，夫の擾{立を認める管理用益制が含まhたこ

と(1~、う主でもない. いまだ.それに代る夫婦財産制の立法がなされtcI.い今El. /::J也、 1).

'nJWIJにまかせられている.判例は.特73Uの夫婦男達:闘を構成することを断念、 l. 夫婦の

財売関i系をすべて市民法(民法財産法)の立場から捉えた.その結史コモン・ローと

mi立する事実上の夫婦)3IJ産制が現行法となった. さらに判例は.芳1]*より生ずる家庭:の

主婦の不利益を救済するために， 婚相中に取得されたたの財ー産に討する原則として二分

のーの清算議求権 (Ausgleichsanspruch) を妻に認めた(とくに OGNJ 1954、計7).

これは，なお家庭を守る支がちいという過定期的現象に1((I白iして，家事および育児にI)l;J

ずる長の労檎;工夫の!践業労働と r{lJ'Yにバギ揺さるべしという立場から認められたものであ

(9) Piatowski， op， cit. 1958， p. 68 

(10) Piatowski， op. cit. 1960， p. 513 
(11) Piatowski， op. cit. 1960， p. 51ラ-8

(12) 一般的文献として， Jansen， Leitfaclen des Familienrechts der DDR. 19玲ヲ S.88-97参照
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る(13)

かかるうちに， 1954年になって家族法草案が発表された.そこで規定きれている夫婦

財産制の京則辻，やはり所得共同舗であるな7-23条).0心しかしそこには，ソピ、エト

はじめ他の社会主義冨の苦手j震にくらべ若干の特色が見られた. まず，共同財産の範囲に

ついて， i婚姻締結後， 各配偶者により，労働または労働収益によって取得された財産

で，共同に利用されたり，その他，家族の共同の生活運営に役立つものは夫婦の共同財

産で、あるJ と規定された(17条 1項). これは他の立法例にくらべ，より限定的であり，

したがって，草案の財産舗は「共同制と別産制との特徴的な結合jであるという評簡も

可能である (5)これに対し，共同財産の管理と清算については，草案の規定にとくに特

色はない.今一つ特色的なのは，従来の判例による清算請求権を生かしこれを補充的

に規定したことである.すなわち，主婦および母としての義務の遂行のために職業活動

ができなかった妻は，共同財産に対する持分の段かに， なお夫の取得財産に対しても，

その二分のーを超えない限度で請求できるとされた (22条).

この草案が発表されるや，その夫婦財産制について，激しい論争が行なわれた. とく

に，社会主義社会におけるあるべき夫婦財産制の理解をめぐるアノレツト (Artzt) とナタ

ン (Nathan)の論争が注目される.アノレツトはソピ、エトの学者にならい，共同制こそ社

会主義社会のあるべき夫婦財産能でるると考えて， 草案の基本的立場を支持したが(1め

これに対し，ナタンは激しく批判した.ナタンも，資本主義より社会主義への移行の過

度第にある東ドイツの現状においては，草案の規定する所得共同制一一それは別産制と

の結合であるーーは妥当であることは認める. しかしながら，完全な社会主義社会にお

いては，働く能力のあるすべての妻は家庭外の職業に従うべきであり，そこで誌別産制

原理が導入さるべきである. これが男女同権の原理にもっともふさわしいからである.

従来，支配的な見解とされていた「妻の家事育克労働は夫の職業的労働と同一視される

べきで怠るJ というテーゼは，経済的立場からいって成立しないばかりでなく，イデオ

ロギーの観点からいっても，それは妻が家庭にとどまることを欲するブ、ルジョア的巨的

に合することになる.草案の所得共同制法，この点を考嘉して，将来における5J1j産制へ

の移行を志向するものでなければならない，と主張した(17)

東ドイツ家族法草案における夫婦財産能は，その後かなり変更を晃た.根本原理には

変更はないが，多くの点でナタンの主張に従って別産制原理を促進するとともに，抱方

では逆に共同告Ij原理を強化している.その中には，ソビエトの実務に従って具体的な規

定を設けた例も多いが，他の社会主義国に見られない特色のある規定もある.そのうち

とくに注目されるのは，所得共同制の強行性は原期として確認されたが，夫婦財産契約

によって別産~111J~-清算請求権を認めない純粋別産~tlj-を採用する可能性を与えたこ

むの この制度の問題につき，とくに Artzt，Die vermogensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten 
wahrend der Ehe und nach deren Auflosung. NJ 1957， 298-302.参頭

(14) 邦訳，久野・家裁月報7巻ラ号90頁
むの Nathan， Gedanken zur sozialistischen Guterrecht， NJ 1958， 121 
(16) Artzt， Zur Gestaltang des ehelichen Guterrechts in der DDR， NJ 1958， 159 f. 
なわ Nathan NJ 19ラ8，121-124 
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社会主義諸国家における夫婦財産制の諸問題

とである.所得共同制を強行し別産性への可龍性をも認めないことが社会主義国の失

掃財産制の特色であったので，この点は， まさに草命的であるといわなげればならな

し、(18)

IV 絵 f青

以上述べたところにより何宰かの結論を導きだすことは，利用 Lえた資料からいって

不可能であろう.そこで，以下で江，若干の憶棋を主ビえながら、社会一主義国におげる

た婦財産制の問題をまとめてみることにしたい.

主ず，社会主義国で採用さ，hている法宅夫掃財理i1JiJ(t，一般的にいって所得共同;IJIJ-こ、

ある.その限り，フラ γス詰系の諸国と共通 Lたものがある I，T;j斉の忌えの主:i土，社会

j:. ~長;司の財誇共同:llljにおいて;土.男女!可権が貫鞍 L ている点にある. いす'.hにぜよ‘ こ

の事実比， J::掃財亮共同制はその起jl京が吉いにもかかわらず. 現代社会においても 'l}勺

「る而があることを不ナものである.

ところで. ソビエトで戸耳得共同 ~!ìIJ を，~t'子入、 Lfこ T里由;工、 言i~'h: および育児i二 f/é ':hするh.:企

保去するところに求めら -!lる. 機1ì~(1ヲワ}k[司祐:の観点に立つてなj去を実現 L た}，f\~ ~ご\

1920 年代のソピ、エトの立法者は先駆的功請を日f:界に誇ることができる. Lかし.ゾ正式t

た社会主義社会におし、ても. あるべき宍婦財産自jば共同市Ijなのか厚IJ産制なのかというIi:J 

題になると，社会主義諸自の伺で意克の対立があるように思われる. この点は，筆長の

もっとも興味をそそられる問題であるが，本稿;土問題を提起するにとど主っている.

社会主義諸圏における夫婦財産制の一つの特色:ぇ契約による夫婦財産制を認めない

点にある.このため毛所得共同ililkt強行性を有する. しかし前の議論と関係する問題

であるが.JJIj産;I}IJのI1r能性を認ふうないことは疑問の余地がある. われわれは.東ドイツ
リ8) 家族法長経草案における改正j互については， Nathan， Das eheliche Guterrecht nachζlem letz-

ten Entwurf zum Familiengesetzbuch， NJ 1958，ラ29f参照.本文以外の主たる改正点試次のごと

し まず，共同財産の範屈については， :婚姻中に行使された営業活動の収入によって調達され，ま

た江昌己の労働により作られたもの」も入ることになり，拡大された.これに対L. レーニン賞のご
とく. r配偶者が特別の業績に対する承認として得た資金によって取得」したものは，特有治産とな
る旨堤定された.この点は，ソビエトの実務と同じ.さらに，注目されるのは，婚柄前の財産でも，

[共IdJfこ利用されたり，その仕ま族の共同の生活運日に役立つ不動産または家具」について処分する
に江，位)jの配偶者の同意が必要で島り，しかもかかる間意のない込分は第三者が主主で、あっても無

効とされる点である.これは，夫婦財産市IJにおける家族法的京理を対産法的原理に擾先させたものと

して社会主義爵においてもi周期的である.共[iヨ財産の分配については，等分の原民Ijは変らないが， 11出
i貞性を}長L.具体的な例外規定を，i空けた. すなわち， i j-{-の養育のため，家具をより多く必要とす
る場合い一方が何l'ー財走に寄♀しなかった場合 iii)共同財産の取得にあたり， 子jが主として

支払った場合 iv)共同財産の負担におし、て，一方が多額の出おを得た場合には不平'rな分間己が認め
られるとした.その{也記鍔者の位務に文、jする各JH産団の立(壬についてもf'iIーの規定が設けられたが‘
この点はすiUl斉し， さいこiこiF1111i11求特について aげする立案て1土， この請求桂は家事育児に従事し

た主婦にのふ討さめらhたが， さらに中十全実家庭において， 主:がバ;おここ協)Jした場合にもシえられる
ことになった.また、このぷiA支持:はH支波・1'11絞しえないとさ-1Cていたが‘よ:jの子ではあるが，]::の fで
はない要扶長告にも独立にÎfi'fl ， ;iì ぷ柱を jitめることにより，相続を 1認めるのと JífJ ・の伝 I~r;l~を ljLえた.

記お，判例の認める清算品求権につし、ても，そのI議淀1''4:・相続性に閉し争いがある. Artzt NJ 1957， 

302によれば清算請求権は妻の労働わ結果ーとしての期産価植であるので，その譲渡性・結続性をl認め
ないことは男女同権に反するとされる. この点はわが再における財産分うこ請求権の相続性をめぐる同

様な論争と関連し，興味がある.
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五十嵐 清

における家族法最終草案の解決に注昌しなければならない.

つぎに，所得共同制を採用する諸国家の間でも，その共同財産の範囲については，か

なりの差がある. おそらく，唯一の一致は無償所得財産を除く点だけであろう.かくし

て，ポーランドのごとく，各配偶者の俸給が共同財産より除外される例すらある. この

ため，ポーランドの夫婦財産制は実質的にいって別産制に近くなっている.その他，東

ドイツ草案のごとく，共同制と別産制との結合形式が法定財産制であるとしづ理解もな

りたつ.かくして，社会主義国においては，言riJ述のごときあるべき夫婦財産制について

のみならず，現行の制震についても，共同制原理と別産制原理の禽突と結合が見られる.

共同財産に対する夫婦の管理処分権については， いかなる社会主義国においても，夫

婦は完全に平等である. この点は，資本主義国の共同制の下ではなお到達しえないとこ

ろであるので，社会主義国の所得共同制の最大の特色であるといってよい.ω しかし，

この点で問題は残る.夫婦平等に管理処分権を有するということは，管理処分が夫婦共

同で、行なわれるか，単独で行なわれるかL、ずれかで、ある.一読者の場合でも，事実上t土一

方配璃者により他方の同;言、なしに処分がなされる可能性があり， このとき第三者の保護

の晃地から処分を有効とせざるをえない場合が多い.その結果，いずれにせよ，夫が共

同財産を勝手に処分することによって妻に損害を加える可能性がある. この点では，共

同制はついに到産制に及ばないのではなかろうか，∞もっとも，東ドイツの最終草案に

見られるように，善意、の第三者を犠牲にしても，家族財産を守ろうとする動きが怠るこ

とは注目に殖する.

共同財産の清算にさいしては，原期として夫婦問に等分されることになっているが，

近時は，一定の財産を分割の対象外にしたり， さらに具体的事情に応じて不平等な分配

を認める傾向がある.この点でも，別産制への歩みよりが見られる.

〈り この点を強調するものとして.Piatowski. op. cit 1960. p. 515 
(2) この点で，共同の管理ということが事実上困難であるならば，共同制が所得参与制に近づくこと
はさけられない，という Piatowskiの指構は興味深い op.cit. 1960， p. 518 
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Some Problems of the Matrimonial Property 

Law in Socialist States 

Kiyoshi IGARASHI 

1n recent days， the matrimonial property law ぉ cliscussedby a lot of scholars. 

In this article守 theauthor 1reats some problems concerning legislations and judicial 

decisions on the matrimonial property law in socialist states. He believes that thど

comparative study is of use f()r the advancement of the study in this五eld.

The matrimonial property system adopted by the socialist states is今 ingeneraL 

the community of acquest (la communaute d'acqet). This system is， therefore、

common with the French system in this aspect， although there is a di丘erenceof the 

mana貯 mentof common property in ¥i¥rhich the equalitうア 。fsexes is completely realized 
in the socia1ist states. This fact seems to show that the communitぅァ system is adapted 

tοthe modern way of life in spite of its old origin. 

The reason why at 1926 the community principle was introduced in the U. S. S盆R.

was founded on the necessity of the protection of ¥vife， who had to take care of 

children and to hold household. We  can appreciate the realistic approach of Soviet 

legislators in that periocl to the problem of the equality of sexes. The opinions on 

the future system in the advanced socialist societies， howeverラ seemto de divided even 

amon宗 scholarsof the socialist states. While most of them support the community 

principle， a few assert that the separation of property system-which was三llsothe 

decis ion of 1918 Soviet legis la tors-is the bes t one. 

One of the characteristics of the matrimonial property system in socialist states 

is in its prohibition of the system by contraじt. Therefore， the community of acqどは

is obligatory. Howeverラ therule which permits no possibility of the separation system 

leaves some room for consicleratIon. 1n this connection. we should notIce the recent 

solution of the Family Law Bill in East Germany. 

The author wishes to mention that there are some remarkal】ledifferences in the 

scope of common property among the socialist states. The only coincidence， perhaps， 

is found in the ruJe which exdudes the ぷratuitouspruperty from the community. 

To an extreme runs a Polish law， v，rhich‘according to the Supreme Court decisions. 

excludes the salaries obtained by a spouse from the common property‘ By this ru le， 

the Polish matrimonial property system appears to come nearer to the separation 

system. 1n the same way， it is comprehensible to re只ardthe legal matri 
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property system of East Germany Bill as a combination of the community principle 

with the separation principle. In consequence， the conflicts and coordinations of the 

two principles are perceived in the existing laws as well as in the future ones. 

In any socialist states， the right of spouse to manage the common property is 

quite equal. This is the most characteristic point in the socialist community system; 

one could not yet obtain such a complete equality under the capitalist system. 

However， some problems rest even in this. The equal right of management can be 

understood to manage the property commonly or solely. In the former case， it is 

likely that a spouse will actual1y dispose the common property without the otheピs

consent， and that the disposition will be held good for the innocent parties. In both 

cases， there is consequently a fair chance for the disposition of the common property 

by husband to the detriment of wife. So far as the matter concerns， the community 

system would ultimately be inferior to the separation system. 

In case of liquidition， the common property is， as principle， held to be divided 

equally between husband and wife. In recent days， however， there is a tendency 

to exclude some properties from community or to approve an unequal division under 

certain circumstances. This also proves an access of the community system to 

the separation system in socialist states. 
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